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（座長）下山俊次（原電） 
 
議事 
（下山座長） 

これから、社会環境部会のチェインディスカッションを始めます。本会は 2007 年に活動

を開始した東京大学の原子力法制研究会、その時にもチェインディスカッションで、今後

どのようなことをするのか、お話しいただきましたが、その後 2 年経ち、その間のスタデ

ィーをご報告していただきものです。 
当初のプログラムは、社会的な問題点の講演者が城山英明先生となっておりましたが、

ご都合が悪く、諸葛先生に替わりました。そして、講演の順序を変えて、諸葛先生の社会

的な問題点とその改善策を先にお話しいただきます。それでは、諸葛先生、お願いいたし

ます。 
 
（講演１、原子力法制の社会的な問題点とその改善案、諸葛宗男） 

 諸葛でございます。法制研究会は 2007 年 3 月 1 日に発足し、それから 2 年半あまり研究

を重ねてまいりま

した。進めるにあた

って、2 つの分科会

を立ち上げまして、

1 つが技術的な領

域を検討する「技術

と報道分科会」、こ

の報告は後で西脇

先生からしていた

だきますが、もう１

つが、社会的な側面



を検討する「社会と法制度設計分科会」です。 
そして、先日 2 つの分科会が中間的な報告を取りまとめました。原子力学会においては、

標準委員会の下に原子力法制検討会というものがあり、7 月 7 日にそちらでも中間報告の内

容を報告いたしました。今日は、それと内容的には同じでありますが、広く学会員の皆様

にも聞いていただいて、いろいろなご意見を頂きたいという趣旨で、チェインディスカッ

ションとして設定させていただきました。 
 社会と

法制度設

計分科会

の報告の

中身は、こ

のような

もので、12
名が分担

して執筆

いたしま

した。分科

会として

最終的に

は、統一的

見解の基

に全体を

見直しい

たしますが、これは中間報告ということで、今日時点では執筆者の見解に留まっているこ

とをご容赦願いま

す。 
これが、これま

での検討の経緯で

す。研究会は 24 回

開催し、原子力法

制検討会には 3 回、

ここチェインディ

スカッションには

今回が 2 回目の報

告となります。 
 



それでは、中身

の話に移ります。

第 1 章は、役割分

担ということに

しました。役割分

担といってもい

ろいろな役割分

担がありますが、

１．１は原子力の

社会合意におけ

る役割分担を、立

地問題と運転再

開問題をについ

て、１．１．１（大

学の研究者から見ると）、１．１．２（事業者から見ると）それから１．１．３（安全協定

の問題）の 3 つの切り口で取り上げております。 
大学の研究者の立場としての視点を 3 つ、ここに挙げております。1 つ目は、原子力の世

界で立地というのは非常の大きなウェイトを占めているわけですが、法制度的にはどんな

課題があるの

だろうか。2
つ目は、立地

地域における

意思決定のプ

ロセスに法制

度との矛盾は

あるのかどう

か。3 つ目は、

では、それら

に問題があっ

たとして、社

会的な信頼を

担保する改善

策としてどの

ようなことが

あるのか、で

す。 



大学の研究者

から見ると、立

地プロセスにお

ける法制度上の

課題として、大

きく 2 つ問題点

を指摘できる。1
つは、立地プロ

セスには、法制

度が存在してい

ない。2 つ目は、

ところが、一般

国民から見ると、

法制度上の公的

プロセスに入っ

た段階では、すでに立地は決定しているように見える。こういうことです。 
ここにある指摘を絵で見てみますと、これは、立地プロセスを時系列的に並べたもので

すが、原子炉等規制法で定める立地プロセスは、設置許可の申請から許可までなのですが、

設置許可を申請するためには、重要電源開発地点指定という指定を受けなければならない。

そのためには知事

からの意見聴取が

要る。しかし、知

事が反対をしてい

る状況では、実質

的には重要電源開

発地点指定は取れ

ませんので、従っ

て、この指定を受

けるということは

知事の同意なり了

承が前提です。即

ち、知事が了承を

したということは、

そこが立地点とし

て決まった、とい

うことになります。 



次に運転再開

プロセスですが、

ここでの問題点

は、運転再開に向

けた要件やその

プロセスが不明

確ということで

す。では何がなぜ

不明確なのかと

いうと、運転の停

止というのは何

が原因で停止す

るのか分からな

いので、どういう

要件が満たされれば運転再開できるのか、それを成文化できない、従って事が起きてから

その要件を明確にするという対応とならざるを得ず、そこに政治的な要因が絡んでくると、

ときに首長の意向に左右され、翻弄されることにもなりかねず、延いては運転再開まで長

期の時間を要してしまうということにもなりかねない、ということです。 
では、立地選定プロセスはどう改善したらよいか、ということですが、まず、何らかの

形で、先ほどの知事了解で実質的に立地点が決まってしまうという前半を含めた全体を法

制度の対象とする必要がある。そうすることによって、なんとなく目に見えないところで

決まっているということが払しょくされ、社会的な公正さへの信頼が高まると期待されま

す。2 点目はその決め方ですが、現在住民の意見を吸い上げる制度として住民ヒアリングと

いうのがあるので

すが、これはいか

にも一方的で、も

っと対話型の市民

会議型の手続きに

ならないか、その

ようにすれば、知

事の同意の正統性

ももっと強いもの

になるのではない

か、こういう示唆

でございます。 
 



次に運転再開

に関する改善策

ですが、今は、

何も法律に記載

がないので、首

長は了解すると

きに自身の政治

責任での判断と

なりますので、

それが時として

政治的な取引材

料になったり、

選挙等の政治状

況に翻弄される

ことに繋がる。

従って、これを

制度化する必要性は大きいわけです。一例として、アメリカではう院展再開は制度化（Ｒ

ＯＰ制度）されていて、監視パネルがチェックリストを作成し、ＮＲＣ地方局長が許可を

する、という体制になっております。こういうことも制度化を確立していく上での参考の

一つ、という示唆であります。 
以上が、現在の立地プロセスにおける法制度上の問題点を大学の研究者の目から見たも

のです。次に同じ問題を事業者の立場から見たらどうなるか、という報告に移ります。こ

れは、報告書の１．

１．２でありますが、

ここで、著者は、立

地プロセスは地域

（自治体）が施設を

受け入れるところま

でが立地プロセスで

あると定義します。

すなわち、先ほどの

立地の時系列プロセ

スの図では、最後の

事業（設置）許可が

下りるところまで、

と捉える事にします。 



実際の問題で立地が

成功した場合とうまく

いかなかった場合を比

べると、立地がうまく

いった場合、何がカギ

かはこの 5 点に集約で

きます。1 つは、地元の

住民に信頼されている

仲介者がいたかどうか。

2 つ目が、受け入れるか

どうかは別にして立地

調査ができたかどうか。

3 つ目が、地域の住民が検討できる時間がどれだけ取れるか。4 つ目が、地元自治体がどれ

だけ前向きに取り組んだかどうかで、5 つ目が、都道府県がそれをどれだけサポートしたか

どうか。この 5 点が成功するかどうかのカギを握っている、ということです。 
次の資料は見にくくて恐縮ですが、上記 5 点について、うまく行った東京電力柏崎の場

合と、高レベル放射性廃棄物処分地点候補に立候補して頓挫した高知県東洋町の場合を比

較した表です。それぞれについて見ると、大きな違いがあり、いかにこの 5 点が重要であ

るかということが浮き彫りになりますが、中身は省略させていただきます。 



では、問題はどう

いうところにあるか、

をまとめたのがこれ

です。国は法令に則

り安全性を判断する

わけですが、では、

自治体は何を求める

かというと、安心で

きることを求める、

国が安全と判断した

根拠の説明を求め

る、、そして国の判断

に見落としがなかったかどうかのチェックを求めます。 
この図は、運転再開までの道筋を表したものです。赤で書いたルートは法令で定められ

たプロセスです。自治体の動きの例を青で表示しておりますが、実に様々な動きがありま

す。しかも、それらは法令に定められたものではありません。しかし自治体が了承しない

と起動には至りません。それは、法令で定められていない要件が起動できるかどうかのカ

ギを握っている、ということで、実際の問題としてそういう問題があるわけです。 



では、どう

したら、それ

を解決できる

か、という方

向性ですが、

自治体が安心

できるかどう

かを判断する

プロセスを明

確にすること

が求められま

す。そのため

には、事故・

トラブルのレ

ベルを明確に

しておきます。それに照らすとどの程度重大なことなのかが分かるようにするわけです。

そして、その重大さに応じた対応をするように判断プロセスを明らかにしておく。このよ

うなプロセスを明確にしておくことが重要ではないか、という示唆でございます。 
次に報告書の１．１．３安全協定の現状と課題に移ります。 
まず、安全協定の概要をお示しします。 
規正法上は、地元

自治体は法的権限

を何も持っていな

いわけですが、ご存

じのとおり、地元自

治体や周辺自治体

は電気事業者との

間に安全協定とい

う取極めを結びま

す。この協定には法

的な拘束力はなん

らないのですが、当

事者間では、法律と

同等以上に遵守す

べき約束事と認識

されております。 



この図は、立地県の安全協定がどのように改定されてきているかをまとめたものであり

ます。 

安全協定の歴史を振り返りますと、黎明期、情報要求期、情報信頼要求期という 3 つの

段階があったとまとめられると思います。黎明期は安全協定の姿を模索する時期。情報要

求期は情報をもっと自治体に出してください、と自治体がどんどん要求した時期。そして

90 年代半ばからは、情報の質に関して、より信頼性の高いものを自治体が要求するという

ふうに変わってきた時期。このような 3 段階に大別される、と整理しました。 



では、安全協定

はどんな意義を持

っているのか、と

いうことを 3 つに

まとめております。

一言で安全協定と

云っても、立地自

治体によってその

運用にかなり差が

見られるのですが、

事業者は、地元に

対する説明責任を

果たす上で最低限

果たすべきことが

まとめられている

と捉えている一方、自治体は、本来国が行う安全規制でカバーされるべきなのだが、不十

分なところを安全協定がカバーしている、と捉えている、と整理されております。 
それで安全協定の課題として次の 3 点があげられております。1 つ目に、安全協定はとも

すると自治体が政

治的要求を通す盾

として使われるこ

ともあり、関連する

自治体の担当部署

間で協定に対する

認識に齟齬がある

こと。2 つ目に、例

えば自治体は情報

を受け取ったらそ

れをきちんと住民

に伝えなければい

けないわけですが、

安全協定には自治

体側がなすべき責

務が明記されてないので、その責務が見落とされがちになること。３つめは、これまで地

元にあって安全協定に携わりこれを成熟させてきた担当者あるいは担当部署が高齢化もあ

り、後継者がきちんと育っているのか、という懸念があること。 



次は、官民の役割分担ということで技術基準を扱った章ですが、ここは資料をご覧いた

だくことで省略させて頂きます。 
そして、第 2 章は、規制の品質向上について検討しており、バックフィットの問題と、

事業規制解除の問題、それと安全規制改正の問題の 3 つを取り上げております。 

最初にバックフィットのことですが、似たような言葉にバックチェックがございます。

バックチェックは基準や指針の改定に伴って新基準で再評価することです。一方バックフ

ィットは新基準に既存の施設設備を適合させることであります。本来現行法体系では基準

類が新しくなったからと云って旧基準の下に作られた施設が新基準に従う義務はないので

すが、規制権限の発動をもってこれを行うことがバックフィットです。ですから適合しな

いところには事業者の努力が求められるわけです。ここでは、そのようなバックフィット

を法的な義務とすべきかどうかを検討しております。 
他の規制の分野、例えば建築基準法では、新基準が出来てそれに不適格になった場合、

次に建て替えるときには新基準に適合させるように、としており、新基準に不適格であっ

ても許されるというのが一般的です。例外としてバックフィットが行われているのは、防

災の分野で、例えば、現在各家庭で火災報知機の設置が行われておりますが、あれは、法

改正に伴うバックフィットであります。原子力の世界では耐震基準改定に伴うバックチェ

ックが行われていますが、これを何らかの形で法律的にバックフィットさせるべきではな

いかという議論が行われているところです。 
次は事業規制の問題ですが、これは資料を読んでいただくということで飛ばさせていた

だきます。 



3 つ目は安全規制の改正に係ることですが、現在原子力安全規制は原子力安全委員会と行

政庁によるダブルチェックが行われております。ここではこれが必要かどうかという検討

をしております。 
原子力安全委員会の機

能はダブルチェックをす

ることにあるのですが、

ＪＣＯの事故の反省から

2000 年以降、設置許可後

の後段規制においても行

政庁の規制を調査するこ

ととなり、すでに 10 年が

経過しました。ここでは、

それをレビューして、そ

の機能を強化した方がい

い、ということを言って

おります。 
専門的能力のところは飛ばして、今後の規制の独立性の確保のあり方ですが、現在行政

庁は推進の経済産業省内にあり、その中でそれなりの独立性は保っておりますが、安全委

員会がこれを吸収した上で、独立機関になるべきかどうかを検討しております。独立させ

ると、他の行政

委員会にもみ

られることで

すが、政府から

の独立という

独自色は強く

なり、アカウン

タビリティー

は確保される

が、行政のルー

ル化という観

点で問題が出

るとの指摘が

あり、そのバラ

ンスをどうす

るかという問

題があり、３条委員会だけでなく、いろいろな形態を検討すべき、と指摘しております。 



コミュニケーシ

ョンによる社会的

信頼の確保、という

のは、事業者との信

頼の確立というこ

とです。立地のとこ

ろでも述べました

が、地方自治体が事

業者との安全協定

の中で、安全確認の

砦としているのが

安全委員会であり、

その信頼に応えら

れるよう機能する

必要がある、という

ことです。 
専門的能力の確保は、規制行政としての権限の強化に対応するためには、裏腹に専門性

も強化されなければならない、という指摘です。 
最後の３Ｓですが、これは、安全性とセキュリティー、それにセーフガードを指してい

ます。セーフガー

ドは核不拡散と

し た 方 が よ い

（「ＳＳＮ」）とい

うという主張や、

貿易管理という

面もあるので、

「ＳＳＳＴ」とし

た方がよい、とい

提案もあります。 
次の機微情報

管理と申告制度

は以前にも紹介

させていただき

ましたので、省略

して、私の話を終

わらせていただきます。（拍手） 



 
（下山座長） 

これだけのＯＨＰを３０分でこなすのは至難の業ではないかと思っておりましたが、何

とかそれほどの時間オーバーにならずにお話しいただき、ありがとうございました。あと

のディスカッションで、いろいろ補足をお願いいたします。それでは西脇先生、お願いい

たします。 
 

（講演２：原子力法制の技術的な問題点とその改善策 講演者、西脇由弘） 

西脇でございま

す。先ほどの諸葛先

生の紹介にもあり

ましたが、「社会と

法制度設計分科会」

と「技術と法の構造

分科会」の２つの分

科会がありまして、

私からは、「技術と

法の構造分科会」の

議論を中心にご報

告いたします。 
この分科会では、

技術の中身も法律

と分けて考えるわ

けにはいかないと

いうことで、昨年度論点の整理を行い、今年度工事計画認可と使用前検査及び燃料体規制

の在り方につい

て検討し、来年

度は段階規制や

検査のあり方、

軽水炉以外の事

業の技術的分野

についての取り

まとめを行う、

そのような予定

で活動しており

ます。 



昨年度の検討で

すが、まず原子力の

法律の中身です。原

子力三法制定の時

代は、放射線障害防

止法によって原子

炉の規制も行って

いくことも検討さ

れました。しかしな

がら、32 年に原子炉

等規制法が制定さ

れて、この中では、

原研等国の施設は

設置許可が不要とされていたので、設置許可では国の計画上の妥当性を判断し、工認で安

全規制の妥当性を判断するという役割分担がなされました。しかしながら、実際の原子炉

の安全審査が始まると、設置許可段階でも安全審査を行う必要性が認知されてきて、損害

賠償制度の議論の中では立地条件や安全基準の問題をクリアーにすることが求められ、国

会の議論の中でも後段規制の必要性が認識されて、今日のような姿になったわけです。 
昭和 43 年に規正法は大きな改正が加えられました。それまでは加工事業には設工認はな

かったのですが、これが取り入れられました。また原研等の特殊法人にも設置許可が必要

となり、設置許可、工認とも安全規制の一環との色彩が明確になりました。 
それから、昭和 52 年にむつの放射線漏れが起き、これが基本設計と詳細設計を監督した

省庁が違ったということで、これを機に設立された有澤行政懇では、むしろ、同一省庁で

一貫した監督を行う

べきだ、という対策が

打ち出されました。ま

た、有澤行政懇を受け

て、原子力安全委員会

が原子力委員会から

分離独立いたしまし

て、設置許可の審査や

後段規制についても

ダブルチェックに当

たる、ということにな

りました。 
 



検査に関しま

しては、平成 14
年にプロセス型

検査を導入し、21
年の新検査制度

の導入等で一定

の成果を上げて

きたと評価され

ます。しかしなが

ら、使用前検査へ

のプロセス型検

査の未導入、民間

第 3 者機関が活用されていない、本格的な品質保証が取り込まれていない、といった問題

が残されています。 
また、阪神淡路の震災を受けた規制への反映は行っておりますが、法律にきちっと書き

込むことに関しては問題を残しております。 
次に、ＩＡＥＡの我が国の規制に対する指摘を紹介させていただきます。ＩＡＥＡは各

国の規制体制を評価したわけですが、日本の場合は保安院がレビュー対象になりました。

そして、ＩＡＥＡは保安院に関して 2 つの提言を行いましたが、それは、保安院の包括的

報告書にＩＡＥ

A の安全基準が

反映されるよう

にするべき、と

いうことと、安

全計画の承認や

定常運転の開始

の前にはすべて

の安全評価を行

うためにホール

ドポイントを設

けるべき、とい

うことの 2 点で

す。これらを法

制度に適合させ

るためには、こ

こにあるような 5 つの課題が挙げられます。 



こういうＩ

ＡＥＡの指摘

は、現在の法体

系が不十分だ

と言っている

のではなくて、

骨格が少しず

れているね、と

言っているの

で、それを直す

ための方策を

ここに掲げま

した。1 つ目は、設置許可で何が許可の要素になっているのかよく分からない。2 つ目は、

工認が構造強度に偏っている。3 つ目は、構造強度規制に品質保証が取り入れらていない、

民間による認証活動もないから国が直接やらなければいけない。7 つ目は後段規制の実施後、

被規制者がどうなっているのか、それを実時間的に捉えた文書がない。 
これらの解決策を細かく見ていきます。 
先ず許可要素と変更要件ですが、ＩＡＥＡの指摘は、これらが明確でないということで

す。これは、現在、変更というのは本文の変更のことを云うのであり、安全上重要な問題

であっても、それが本文に書いてなければ変更にならならない、という問題の指摘です。

何が許可されたか、というのは許可の基準を見れば分かるのですが、実は、基準に具体性

がなく、災害防止上問題のないこと、といった記述しかない。現行法では、「位置、構造、

設備」しか変更の

対象となっていな

いのですが、アメ

リ カ の 場 合 、

10CFR Part50,59
で、認可の変更を

しなくても事後報

告を認める「届出

要件」という枠が

あり、日本も将来

的には届出に相当

する要件を追加し

ようとしています。 
 



変更要件のこと

をもう少し検討し

ます。許可の要素と

云うのがあると、そ

の外縁に変更要件

があって、変更要件

とはどのようなこ

となのか事前に明

確にしておくこと

が求められます。点

線のように、ある機

器について、その機

能の変更が安全性

の低下につながる場合、その安全性の低下が変更要件の領域に入ってくれば変更は必要に

なります。1 点鎖線のように、安全設備の追加などで安全性の維持向上が図られ、変更要件

に該当してこない場合は許可の変更は必要ないということになります。 
2 番目の構造強度と 3 番目の民間第 3 者認証の問題ですが、指摘は、工認は構造強度に重

きを置き

過ぎ、例

えば図面

や構造計

算が工認

図書の８

割から９

割を占め

るが、米

国では２

割程度、

といった

具体例が

挙げられ

ています。

また構造

強度に関する第 3 者認証制度がなく、国自らが（余計なことを）やらざるを得ない、とい

うことです。これに対しては、米国のような民間の品質保証規格（AIA）の導入や品質保証

を前提としたプロセス型検査への移行が検討されております。 



構造強度の

規制が果たし

て合理化でき

るか、というこ

とですが、構造

強度は民間も

含めると広範

な知見が積み

重ねられてお

り、民間規格も

確立されてい

るので、これを

活用すること

はもちろんで

きる、というこ

と。また、計算ミスについては、姉羽問題のような意図的な手抜きは原子力施設では経験

もないし考えられないことですが、発注者の責任において品質保証として対応していくこ

とが可能であるということです。 
規制が構

造強度に偏

重 し て 機

能・性能の

確認のバラ

ンスが欠け

ているよ、

という指摘

ですが、設

置許可と工

認の整合性

を高める、

使用前検査

においても

プロセス型

検査を導入していく、そして、現状は、設置許可と工認の２段階審査になっているわけで

すが、このような国はないということにも鑑み、長期的には、設計の審査は設置許可のみ

で行い、工認は廃止していこう、という方向付けがなされております。 



設置許可を主

体として工認を

廃止・縮小でき

る理由ですが、

１つには、これ

までの経験で、

技術がどのよう

なものであるか、

それがほぼつか

めているので、

設置許可段階で

も詳細設計のレ

ベルの判断が効くこと、原子力は新規技術が少ないので、新規技術が出ても設置許可の段

階で、詳細設計レベルの審査ができること、経験の積み重ねにより詳細設計レベルでも基

本設計のレベルと一括で審査できるバックグランドが規制側にもできてきたので、基本設

計と詳細設計に区分する必然性が失われつつあること、こういったことが挙げられます。 
検査についての日米の相関ですが、ＮＲＣでは機能・性能、保安活動の確認中心のプロ

セス型検

査が行わ

れていて、

対象も事

業者に限

らず、メー

カーや協

力会社に

まで及ぶ。

日本は、対

象が事業

者に絞ら

れていて、

機器の健

全性の確

認中心の

検査と云

うことなのですが、検査の対象をより広げ、ＮＲＣ型の検査に移行しようと準備がなされ

ているところです。 



次に、保安

規定にＩＡＥ

Ａの包括的安

全解析書に相

当する文書が

ない、という

ことでありま

すが、これは、

保安規定が要

求する項目を

２つに分け、

即ち、米国の

テックスペッ

クに相当する運転上の規制値などの基本設計が要求する事項と、品質保証とか運転手順・

教育訓練などの運転管理事項などの基本設計段階で仮定された運転管理事項の具体化とに

分け、後者に対して運転開始前に保安検査により、その実施状況を確認する。つまり、包

括的安全報告書と云うのはアズビルド（補完）ができるようであれば、それを設置許可申

請書の本文に保安規定ともどもくっつけることで満たされる、ということです。 
次に燃料体の検査の規制の在り方です。国産燃料と輸入燃料とで検査が異なっていると

の指摘に対し

てですが、こ

れは、燃料体

検査に品質保

証を取り込ん

で、検査をプ

ロセス型に移

行させよう、

ということで

す。研究炉で

はすでにそう

なっているの

ですが、燃料

体も原子炉に

付属する設備

との捉え方で、

原子炉機器のプロセス検査に倣おうということです。 



最後の指摘は、

少数体燃料の先

行照射について、

現状では設置許

可変更を課して

いる点に関して

です。これに関

しては、少数体

照射も設置許可

の変更要件に含

め、その安全要

件が許可申請時

点で審査される

対象としよう、

そうしておけば、許可の変更は必要なく少数体先行照射が実施できます。取替燃料につき

ましては、サイクル毎の解析で運転の制限値を国に対して報告する、米国でもそのように

しておりますし、そういう対応でいちいち許可の変更をしなくても実施が可能になります。 
最後に、本日の報告の内容に対しては、保安院の基本政策小委員会で議論され、こちら

に掲げるように、原子力安全規制に関する課題の整理、まだ案ではございますが、そのよ



うなかたちでいくつかの対応に関するコメントがなされております。a は IAEA の指摘に対

し、規制当局としての対応を検討する。b は IAEA はもう１つの指摘としてホールドポイン

トを推奨している。c と d は外部専門家の活用も採り入れ、安全審査制度や検査制度に品質

保証の考え方を取り入れる。e は規制の改善に外部からのリコメンデーションが期待される。

以上のようなものです。特に５項目は、まさに我々の活動も念頭に置いているものと思わ

れます。以上で報告を終わらせていただきます。 
 

（下山座長） 

どうもありがとうございました。あと２０分ほど残っております。本日のお話しは内容

が実に膨大で、またお聴きの皆様にとっても必ずしも既知の領域でないといった話もあっ

たかと思います。これからオープンディスカッションとしたいと思いますので、質問なり

ご意見のある方は挙手をお願いいたします。 
 
（オープンディスカッション） 

（質問１）新たな安全規定を作っていくにあたって、その仕様をどのように策定し、国

や事業者がそれに対してどのように責任を分担するのか？ 
（諸葛）後半の国の責任と事業者の責任についてですが、飛ばしたところにそれについ

て触れたところ

があったのです

が、役割分担の中

の技術基準のと

ころの、これをご

覧ください。今の

法律では、非常に

細かいところま

で、国が責任を持

つよう、求めてい

るわけですが、国

は大本の考え方

を示し、細かな技

術基準について

は民間の学協会

のものを補足する、こういう流れで改革を進めたらどうか、というものです。この図で、

国は原子力安全はどうあるべきか、それをどういう機能を活用して担保するか、そういっ

たあたりまでは責任を持つべきであろう、そして安全の担保のために満たされなければな

らない技術基準については、民間の技術基準が活用されるべき、としているものです。こ



の中間のレベル３は両方がオーバーラップするところで、ここをどのように細分化して、

どちらが責任を持つか、それは、国、事業者、メーカーの間でそれぞれの責任について今

後議論を深めていくべき、というのが、私どものメンバーの考え方であります。 
（西脇）前半の規定の仕様についてですが、先ほどの図のレベル３の性能水準、どうい

う性能を持てばよいのか、ここまでを国が決める、その性能水準に合ったものならば、仮

に新しい手法であってもエンドースしてこれを使っていく、こういう世界を考えているわ

けです。なぜそういうことをしたかと云うと、様々な仕様規定があって、それを国が観念

的に決めても柔軟性が出てこない、そういった分野は学協会にまかせる。それは、もし新

しい技術が出てきたら、それについては学会の方で対応してもらおうということです。仕

様規定の話は以上ですが、例えば、この機能要求に係るところを安全研究で明確にする、

という関係が確立されてくれば、安全研究の位置付けも明確になる、と思います。むしろ

問題は機能要求とか性能水準、これを具体的に明らかにして、新しい規定にそれらを含め

ていく、そういうトレンドが明確になっていないところが問題だと思います。個々の改良

技術とか安全研究、例えば次世代炉といったもの、に対しても、開発段階から規制側、保

安院が携わっていくことも、規制の一貫性という点から大事なことと思います。 
 
（質問２）安全協定のことで、諸葛先生にお伺いしたい。私も現場にいたので安全協定

の重要性はよく分かっております。安全協定の歴史とか役割は仰ったとおりだと思うので

すが、協定に対する認識の齟齬あるいは自治体側の責務が見落とされている、といった指

摘をなさいました。これは、安全協定をもっとビジュアライズ、つまりもっと内容を明確

化・細分化しろ、ということなのか、協定そのものはこのままボヤっとしたものでも内容

に実効が伴っていればいいということなのか、その辺はどうお考えか？ 
（諸葛）この報告書で安全協定を担当した執筆者は膨大な労力を費やし、調査し、イン

タビューし、まとめました。私見では、安全協定についてまとめた最も緻密な資料の一つ

と言えます。おそらく、原子力界に携わる人々の目から見ても実際寄りのポジションで書

かれていると思います。しかし、ご指摘の点を含めて、ではどうしたらいいのか、という

点に関しては、この報告書では明確に書かれておりません。しかしながら、示唆している

ところは、自治体側の責任というものも何らかの形でルール化すべし、と言っているよう

に思います。現在でも事業者ほどではないにせよ、自治体はそれなりに住民の理解を求め

ることもしております。あまりマスコミに取り上げられることはありませんが。再開プロ

セスのところでも触れましたが、その中でも自治体は重要な働きをするわけです。また民

主党政府になってそのマニフェストには自治体と政府との間の協議機関を設けると書かれ

ています。ですから、これも今後始まると思います。そういうことを安全協定に書くのが

いいのかどうかは別にして、自治体の責任はこれこれ、ということを何らかの形でルール

化して明確化した方がいい、そういうのが執筆者の考えかと思います。ルール化というこ

とは、後継育成も絡んできておりまして、これまでは個人的なキャラクターでやってきた



という面が強いのですが、担当が変わっても活動が維持されるためにはルール化と明確化

が大事な要素だと思います。 
 
（質問３）ウランの成形加工に携わっております。2001 年の省庁再編で、科技庁から保

安院に規制権限が移譲されました。今回の法制の研究は発電炉を対象にしたものという色

彩が強いのかな、という感想を持ちました。サイクル施設あるいはそれ以外の分野におけ

る法制化はどのような状況なのか、西脇先生にお伺いしたい。 
（西脇）説明を飛ばしたところにサイクル施設とか輸送の問題あるいは加工事業のこと、

商業炉の燃料供給体制といったことが触れられております。 軽水炉以外の事業について

の法制面のことは平成 19 年度の報告書にも触れられておりますので、恐縮ですが、お読み

いただければと思います。 
 
（座長）座長心得に時間厳守ということが強調されておりまして、許された時間がもう

ほとんどありません。この辺で終わりにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。終わ

りと言ってもこれだけの内容を語り合うには時間がまだまだ必要です。来年度はいよいよ

その成果を世の中に問う云う時期になります。余計なことかも知れませんが、私もこの法

改正には 2 年あまり携わってまいりました。原子力が日本で始まって半世紀になり、やっ

とこういうことについて議論ができるようになり、しかも成果としての報告が受けられる

ようになった。考えてみるとこれは大変なことです。今回ご紹介いただいた東京大学法制

研究会と云うのは、そういう意味では非常に大きな役割を果たしている、ということが言

えると思います。本日はいっぺんに報告を頂くということにはなりませんでしたが、恐ら

く次の機会に、現実の制度との関係を含めて成果のご紹介を頂きたいと思います。法制研

究会に期待するところ、大であります。お蔭さまでちょうど時間となりましたので、本日

のセッションはこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。（拍手） 


